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急速充電設備等に関連する消防関係法令（抜粋） 

 

 

＜消防法＞ 昭和二十三年法律第百八十六号 

0T第九条 0Tかまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の

発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使

用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその

他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い

市町村条例でこれを定める。 

 

＜消防法施行令＞ 昭和三十六年政令第三十七号 

（対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準） 

第五条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設

備であつて総務省令で定めるもの（以下この条及び第五条の四において「対

象火気設備等」という。）の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために

必要な事項に係る法第九条の規定に基づく条例の制定に関する基準（以下こ

の条から第五条の五までにおいて「条例制定基準」という。）は、次のとお

りとする。 

一 対象火気設備等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を

除くほか、建築物その他の土地に定着する工作物（次条第一項第一号におい

て「建築物等」という。）及び可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ご

とに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。 

二 対象火気設備等は、可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、

可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが発生し、又は滞留するおそれのない位

置に設けること。 

三 対象火気設備等を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものと

して総務省令で定める場合を除くほか、総務省令で定める不燃性の床等の上

に設けること。 

四 総務省令で定める消費熱量以上の対象火気設備等を屋内に設ける場合にあ

つては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、外

部への延焼を防止するための措置が講じられた室に設けること。 

五 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その

使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防

火上有効な措置が講じられた構造とすること。 
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六 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その

周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じら

れた構造とすること。 

七 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、振動

又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、か

つ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造とすること。 

八 対象火気設備等の燃料タンク及び配管は、総務省令で定めるところによ

り、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造とす

ること。 

九 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その

風道、燃料タンク等について、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機

能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じ

られた構造とすること。 

十 対象火気設備等には、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、そ

の内部の温度又は蒸気圧が過度に上昇した場合その他当該対象火気設備等の

使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設

けること。 

十一 対象火気設備等については、必要な点検及び整備を行い、その周囲の整

理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。 

２ 前項に規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し

火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気設

備等の種類ごとに総務省令で定める。 

３ 火を使用する設備以外の対象火気設備等であつて、その機能、構造等によ

り第一項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものに

ついては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気設備等の種類ごとに総

務省令で特例を定めることができる。 

 

＜対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令＞平成十四年総務省令第二十四号 

 

消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号）第五条及び第五条の二の規定

に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する条例の制定に関する基準を定める省令を次のように定める。 

 
（対象火気設備等の種類） 
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第三条 令第五条第一項各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第一

号から第十二号までに掲げる設備から配管設備等を除いたもの及び第十三号

から第二十号までに掲げる設備とする。 

十五 変電設備（全出力二十キロワット以下のもの及び第二十号に掲げるもの

を除く。以下同じ。） 

二十 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とする自動車

等（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第九号に規定す

る自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。）に

充電する設備（全出力二十キロワット以下のもの及び全出力五十キロワット

を超えるものを除く。）をいう。以下同じ。） 

 
第十六条 令第五条第二項の規定により、第四条から前条までに規定するもの

のほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必

要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければな

らない。 

九 急速充電設備にあっては、次に掲げる措置を講ずること。 

イ 充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自動車等との間

で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始

しないこと。 

ロ 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない場

合には、充電を開始しないこと。 

ハ 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加されて

いる場合には、当該接続部が外れないようにすること。 

ニ 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡

又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させ

ること。 

ホ 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知し

た場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

ヘ 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充

電設備を自動的に停止させること。 

ト 急速充電設備を手動で緊急停止させることができること。 

チ 自動車等の衝突を防止すること。 

十 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、前号に掲げる

規定のほか、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。 

イ 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知し

た場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/336CO0000000037_20170401_429CO0000000063#94
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/335AC0000000105_20170312_427AC0000000040
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/335AC0000000105_20170312_427AC0000000040#20
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/335AC0000000105_20170312_427AC0000000040#21
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/336CO0000000037_20170401_429CO0000000063#94
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ロ 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充

電設備を自動的に停止させること。 

 

＜火災予防条例（例）＞ 昭和 36年 11月 22日自消甲予発第 73号消防庁長官 

 

（変電設備） 

第十一条 屋内に設ける変電設備（全出力二十キロワット以下のもの及び次条

に掲げるものを除く。以下同じ。）の位置、構造及び管理は、次に掲げる基

準によらなければならない。 

一 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。 

二 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位

置に設けること。 

三 変電設備（消防長（消防署長）が火災予防上支障がないと認める構造を有

するキュービクル式のものを除く。）は、不燃材料で造つた壁、柱、床及び

天井（天井のない場合にあつては、はり又は屋根。以下同じ。）で区画さ

れ、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電

設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合に

おいては、この限りでない。 

三の二 キュービクル式のものにあつては、建築物等の部分との間に換気、点

検及び整備に支障のない距離を保つこと。 

三の三 第三号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不

燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。 

四 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。 

五 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。 

六 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。 

七 変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろそ

の他の可燃物をみだりに放置しないこと。 

八 定格電流の範囲内で使用すること。 

九 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ

設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見し

たときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存する

こと。 

十 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に

固定すること。 

２ 屋外に設ける変電設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並び

に消防長（消防署長）が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュー
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ビクル式のものを除く。）にあつては、建築物から三メートル以上の距離を

保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開

口部のないものに面するときは、この限りでない。 

３ 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備（柱上及び道路上に設

ける電気事業者用のものを除く。）の位置、構造及び管理の基準について

は、第一項第三号の二及び第五号から第十号までの規定を準用する。 

 

（急速充電設備） 

第十一条の二 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とす

る自動車等（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第九号

に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。以下こ

の条において同じ。）に充電する設備（全出力二十キロワット以下のもの及

び全出力五十キロワットを超えるものを除く。）をいう。以下同じ。）の位

置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

一 その筐体は不燃性の金属材料で造ること。 

二 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 

三 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。 

四 充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自動車等との間

で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始

しない措置を講ずること。 

五 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない場

合には、充電を開始しない措置を講ずること。 

六 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加されて

いる場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。 

七 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡

又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させ

る措置を講ずること。 

八 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知し

た場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

九 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となつた場合には、急速充

電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

十 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。 

十一 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。 

十二 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電池

について次に掲げる措置を講ずること。 
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イ 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知し

た場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

ロ 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となつた場合には、急速充

電設備を自動的に停止させること。 

十三 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにするこ

と。 

十四 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろ

その他の可燃物をみだりに放置しないこと。 

２ 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準に

ついては、前条第一項第二号、第五号、第八号及び第九号の規定を準用す

る。 

 


